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事 業 報 告 

（2018年4月1日から2019年3月31日まで） 

１.企業集団の現況に関する事項 

（１）事業の経過及び成果 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、輸出や生産の持直しが続き、雇用・所得環境等が

改善するなど、緩やかな回復傾向が続きました。また、個人消費や民間企業設備投資等国内需要

も持ち直しており、好循環が進展しておりましたが、慢性的な人手不足がもたらす生産力の低下な

ど、景気動向に与える懸念材料は多く、先行きは依然として不透明な状況となりました。 

一方、高速道路ネットワークの早期整備や、計画的な老朽化対策の推進、災害に対する強靭

性・対応力の強化、地域振興の核となるサービスエリアの展開等、当社グループが果たすべき社

会的使命は、一層重くなっています。 

このような中、当社グループは、少子高齢化や、人口減少、社会インフラの老朽化、ICT
（Information and Communication Technology：情報通信技術）の高度化等、今後の社会環境
の大きな変化を見据え、民営化20年に向けて進むべき方向性を示した「経営計画チャレンジV（フ

ァイブ）2016-2020」の 3 年目を迎え、4 つの経営方針「高速道路の安全性向上と機能強化の不断

の取組み」、「安全・快適を高める技術開発の推進」、「社会・経済の変化も見据えた地域活性化へ

の貢献」、「社会の要請に応え続けるための経営基盤の強化」に基づく取組みを着実に進めていま

す。 

高速道路の安全性向上については、2012 年 12 月 2 日に発生した中央自動車道笹子トンネル

天井板崩落事故を受けて策定した「安全性向上３カ年計画」の成果を踏まえた「安全性向上への５

つの取組み方針」に基づき、当社グループ一体となって「安全を最優先とする企業文化の醸成」、

「道路構造物の経年劣化や潜在的リスクに対応した業務プロセスの継続的改善」、「安全活動の推

進」、「安全を支える人財の育成」、「安全性向上に向けた着実かつ効率的な事業の推進」に取り組

んでいます。 

技術開発については、高速道路の安全性向上と機能強化の取組みをさらに高度化・効率化し

ていくため、点検の高度化、老朽化した高速道路を健全にするための技術、ICT や AI
（Artificial Intelligence：人工知能）の導入にグループ一体となって取組んでまいりました。
また、車の自動運転の実現と普及に向け、道路と車の通信により交通規制や落下物などの道

路情報をより早くより正確に提供する新たな ITS（Intelligent Transport Systems：高度道
路交通システム）の開発に官民協働で取り組むとともに、運転制御、操作支援技術の開発や、

維持管理車両の自動運転化の研究開発を進めています。 

地域活性化への貢献については、トラックドライバーの長時間労働の改善や労働力確保等の課

題解決の一助として、新東名高速道路浜松サービスエリア内の中継物流拠点の整備や、トラック輸

送の省人化のためのダブル連結トラックの導入環境の整備に取組んでまいりました。また、訪日外

国人旅行者に安心して便利に高速道路をご利用いただけるよう、案内表示の多言語化や、標識に
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路線番号を用いて案内するナンバリングなどの整備を進めています。 

経営基盤の強化については、業務プロセスを見直すことによる業務効率化や、自律的に考え行

動する人財の育成等を通して、グループ全体の生産性向上に取り組んでいます。 

引き続き、お客さまに安心して高速道路をご利用いただけるよう、4 つの経営方針に基づく取組

みを着実に実施していくとともに、中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を決して忘れること

なく、ご遺族の皆さまや被害に遭われた皆さまに真摯に対応してまいります。 

当期における当社グループの業績は、営業収益が 1,455,242 百万円（前期比 49.7％増）、営業

利益が 14,942 百万円（前期比 108.1％増）、経常利益が 16,621 百万円（前期比 93.4％増）、親会

社株主に帰属する当期純利益が 10,102 百万円（前期比 49.0％減）となりました。なお、厚生年金

基金の代行返上に伴う影響を前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益から除くと、

親会社株主に帰属する当期純利益は 5,815 百万円の増加（前期比 135.7％増）となります。 

次に、当社の個別の業績は、営業収益が 1,430,266 百万円（前期比 50.8％増）、営業利益が

9,184百万円（前期比285.2％増）となりました。このうち、高速道路事業営業利益は6,950百万円、

関連事業営業利益は 2,234 百万円となりました。また、経常利益が 11,124 百万円（前期比 57.7％

増）、当期純利益が 7,392 百万円（前期比 64.8％減）となりました。なお、厚生年金基金の代行返

上に伴う影響を前事業年度の当期純利益から除くと、当期純利益は 1,901 百万円の増加（前期比

34.6％増）となります。 

営業収益の増加は、当連結会計年度に新東名高速道路海老名南ジャンクション～厚木南イン

ターチェンジ間の開通等に伴い道路資産完成高を計上したことによるものです。なお、道路整備

特別措置法（昭和 31 年法律第 7 号。以下「特措法」という。）第 51 条第 2 項から第 4 項までの規

定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「高速道路機構」という。）に

帰属する道路資産は、道路資産完成原価と同額を道路資産完成高として計上するため、損益に

影響しません。 

なお、当連結会計年度における通行料金収入は 693,417 百万円（前期比 2.2％増）でした。 

事業別の状況は、次のとおりです。 

（建設事業） 

当連結会計年度においては、2019 年 3 月 10 日に中部横断自動車道新清水ジャンクション～

富沢インターチェンジ間 21 ㎞、同年 3 月 17 日に新名神高速道路新四日市ジャンクション～亀山

西ジャンクション間23km、東海環状自動車道大安インターチェンジ～東員インターチェンジ間6km

及び新東名高速道路厚木南インターチェンジ～伊勢原ジャンクション間 4 ㎞を、それぞれ開通さ

せ、同年 3 月 20 日に東海北陸自動車道白鳥インターチェンジ～飛騨清見インターチェンジ間の

4車線化の改築事業を完成させました。 

また、新東名高速道路伊勢原ジャンクション～御殿場ジャンクション間、東京外かく環状道路中

央ジャンクション（仮称）～東名ジャンクション（仮称）間、名古屋第二環状自動車道名古屋西ジャ
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ンクション～飛島ジャンクション（仮称）間、東海環状自動車道関広見インターチェンジ～大垣西イ

ンターチェンジ間及び養老インターチェンジ～大安インターチェンジ間の新設事業並びに新東名

高速道路御殿場ジャンクション～浜松いなさジャンクション間の 6 車線化の改築事業について、着

実に推進しました。 

高速道路の有効利用や地域の活性化を推進するため、5箇所のスマートインターチェンジ（中央

自動車道富士吉田西桂スマートインターチェンジ（山梨県富士吉田市）、名神高速道路養老SAス
マートインターチェンジ（岐阜県養老郡養老町）、東名高速道路足柄スマートインターチェンジ（静

岡県駿東郡小山町）、同舘山寺スマートインターチェンジ（浜松市）、新名神高速道路鈴鹿 PA ス
マートインターチェンジ（三重県鈴鹿市））を開通させました。 

（保全・サービス事業） 

当連結会計年度において、高速道路リニューアルプロジェクトについては、大規模交通規制を

行いながら、東名高速道路愛鷹橋（上り線）等１０橋の劣化した橋梁床版の取替工事や、中央自動

車道辰野トンネル（上下線）の覆工コンクリートの補強工事を実施しました。 

高速道路の安全性向上及び大規模災害発生時の緊急輸送路としての高速道路ネットワークの

確保のため、2016 年 4 月に発生した熊本地震における橋梁の被災状況を踏まえ、ロッキング橋脚

を有する橋梁や、国土交通省が定める道路橋示方書Ⅴ耐震設計編に示される耐震性能 2（地震

による損傷が限定的なものに留まり、橋としての機能の回復が速やかに行い得る性能をいう。）を確

保できていない橋梁等の耐震補強を進めています。 

道路構造物等の点検については、2014 年度に改正された道路法施行令を踏まえた「保全点検

要領（構造物編）」に則り、橋梁やトンネルなどの構造物に対し、近接目視等による詳細点検を行

い、2018 年度までの 5年間で一巡目の点検が完了しました。 

道路構造物の劣化に多大な影響を与え、重大な交通事故に繋がるおそれのある重量超過等の

車両制限令に違反する車両に対して、取締りを強化し、悪質な違反者に対する刑事告発、高速道

路 6 会社連携による大口多頻度割引停止措置等の強化、自動計測装置の整備による常時取締り

の実施等、違反車両の撲滅に取り組みました。 

高速道路の利用促進については、訪日外国人向け周遊型割引を実施しました。 

渋滞対策については、東名高速道路大和トンネル付近、中央自動車道小仏トンネル付近、東海

北陸自動車道城端トンネル北側坑口～福光インターチェンジ及び南砺スマートインターチェンジ

～小矢部砺波ジャンクションにおける付加車線の設置等、着実に事業を推進しています。 

交通事故の防止については、2017 年度に暫定 2 車線の一部区間の正面衝突事故防止に向け

試行設置したワイヤーロープについて、国土交通省に設置されている「高速道路の正面衝突対策

に関する技術検討委員会」の検証結果を踏まえ、土工区間において、本格設置を進めています。 

また、重大事故につながる可能性の高い高速道路での逆走による事故をなくすため、本線分合

流部に大型矢印標示等による視覚的な対策や、U ターン防止ラバーポール等によるハード対策を

行い、分合流部での逆走事案発生について一定の効果が発揮されています。今後は公募技術や
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既存対策を活用して、引き続き逆走発生事案の削減に取り組みます。また、交通安全啓発等にも

取り組みました。 

防災対応力については、国の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」

や「首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」等に則り、関係機関の参集拠

点での連携強化や機能強化を進めるとともに、高速道路ネットワークを活用した迅速な緊急輸送ル

ートの確保のため、大規模災害時等に備えた資機材の備蓄を行っています。また、防災訓練やお

客さまの安全確保を目的に避難誘導訓練を実施し、訓練により顕在化した課題への対応、関係機

関との連携等に努めました。 

大雪等荒天時の通行確保については、大雪事前広報や強降雪ライブ映像提供等の情報提供

の充実を図る取組み、気象条件に応じた除雪車両の最適な運用、監視カメラや救援用車両の追

加配備等の雪による通行止めを極力回避するための取組み及びタイムラインを通じて関係機関と

の連携を強化する取組みを実施しました。これにより、集中除雪による通行止め時間の最小化を図

り、道路ネットワーク機能の確保に努めています。 

（関連事業） 

関連事業では、サービスエリア事業及びその他の関連事業として地域開発事業、観光振興事

業、カードサービス事業、海外事業、技術外販事業等に取り組んでいます。 

＜サービスエリア事業＞ 

サービスエリア事業では、NEOPASA(ネオパーサ)、EXPASA(エクスパーサ)をはじめとするサ
ービスエリア、パーキングエリアを 181 箇所で営業しており、地域の特色を活かした店舗づくり、魅

力ある商品の販売、地元と連携した取組み等、特徴と魅力あるサービスエリアづくりを展開しました。 

新名神高速道路鈴鹿パーキングエリアは、新名神高速道路新四日市ジャンクション～亀山西ジ

ャンクション間の開通にあわせて、2019 年 3 月 17 日に新設オープンしました。商業施設の愛称を

「PIT SUZUKA（ピットスズカ）」とし、高速道路初出店の店舗や地元の産業・伝統工芸の振興、
発信の場となる地域連携スペースを設置したほか、コインシャワーや授乳室、高速道路最大級のド

ッグランを整備する等、さまざまなお客さまのニーズにお応えするエリアづくりに取組みました。 

北陸自動車道小矢部川サービスエリア（下り線）、東名高速道路牧之原サービスエリア（下り線）

等の既存サービスエリアにおいては、お客さまニーズを踏まえ、店舗配置の見直しやコンビニエン

スストアの新設、コインシャワーの増設等、各種サービスを充実させるなどのリニューアルを進め、

利便性を向上させました。 

また、外国からのお客さまに対するサービスの更なる充実を図るため、海外発行カードに対応し

た ATM の設置や、ムスリムのお客さま向けの食事メニューの提供や高速道路初となる礼拝スペー

スの開設を行いました。 

このほか、近隣住民の方々にも魅力を感じていただけるよう一般道からサービスエリアが利用で

きる「ぷらっとパーク」の整備や、地元農産物の販売、地域食材を使用した地産地消メニューの充
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実、産学連携による新商品の開発・販売、地域住民参加型のイベントの開催等、地域活性化や地

域社会との連携強化に取組みました。 

＜その他の関連事業＞ 

地域開発事業では、東海環状自動車道土岐南多治見インターチェンジの隣接地において営業

している複合商業施設「テラスゲート土岐」で、お客さま感謝イベントやキャンペーン等を実施し誘

客に努めました。また、社宅の跡地を活用して横浜市、浜松市及び東京都町田市で宅地分譲事

業を行いました。 

観光振興事業では、71の観光施設等と連携し、高速道路と観光施設の利用等をセットとしたドラ

イブプランを販売するとともに、新たに 21 の宿泊施設と直接連携し、高速道路と宿泊をセットとした

ドライブプランを 9 月から販売開始しました。また、フォトロゲイニング等の地域の魅力を PR するイ

ベントや地域誘客キャンペーンを開催するとともに、高速道路の建設現場や管理施設等のインフラ

施設の見学を組込んだ旅行ツアー商品を販売しました。 

カードサービス事業では、イオン NEXCO中日本カードの会員数拡大に向けて利用促進キャン
ペーンを実施しました。 

海外事業では、当社の関連会社である日本高速道路インターナショナル株式会社（以下

「JEXWAY」という。）と共同で、アジア、欧米等の高速道路事業に係る現地調査や、事業参画に
向けた関係機関との協議を行いました。2017 年度に参入したベトナム国の有料道路・フーリーバイ

パス事業や、同国の建設会社と締結した戦略的パートナーシップ協定を起点として、同国への技

術移転や新規高速道路整備に向けた共同検討を実施しました。 

また、2017 年度に引続き、ベトナム国やキルギス国などにおいて 4 件のコンサルティング業務を

実施するとともに、１件の新規業務を受注し、現地技術者の能力向上等に貢献しました。このほか、

海外からの視察団の受入れ等の積極的な国際交流を通じて、幅広い情報交換ネットワークの構築

を進めるとともに、国が実施する海外協力事業への社員の派遣、海外の道路関係会議において日

本の高速道路技術を紹介するなど、国際貢献にも努めました。 

国内の技術外販事業として、「ETC 多目的利用サービスの拡大」の実現に向けて検討を進め、
ETC 技術を活用したカーフェリーにおける乗船手続きの簡素化及び模擬的な料金決済の試行運

用を実施しました。 

また、東海旅客鉄道株式会社と締結した協定に基づき、リニア中央新幹線事業に係る用地取得

の支援業務を行いました。 

このほか新たな取組みとして、地域が抱える課題の解決及び地域活性化への貢献を目的として、

株式会社鈴生との共同出資により中日本ファームすずなり株式会社を設立し、浜松市内の耕作放

棄地等を活用して野菜（レタス及び枝豆）の栽培を開始しました。 

また、運輸業界におけるトラックドライバーの長時間労働の改善や労働力確保等の課題解決の

一助として、遠州トラック株式会社と共同で、中継物流拠点「コネクトエリア浜松」を新東名高速道

路浜松サービスエリア（下り線）敷地内に整備し、運営を開始しました。 
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（元社員の所得税法違反・詐欺事案等への対応について） 

2012 年 9 月 21 日に調査結果を公表した元社員の所得税法違反・詐欺事案及びこれに関連す

る工事管理や用地補償に関する不適切な事務処理事案については、全社を挙げて再発防止策を

徹底して行い、適正な業務の遂行と信頼回復に努めています。 

なお、当社の損害に対する損害賠償請求訴訟などの訴訟対応は、終結しました。

（業務委託先社員の不正競争防止法違反事案への対応について） 

2016 年 11月 2日に業務委託先の社員らが略式起訴された当社発注工事に係る情報漏えい事

件については、2017年 10月 20日に、事件発生の要因である当社の情報管理上の問題点等を踏

まえて再発防止策を策定、公表するとともに、当該再発防止策を、全社を挙げて徹底して行うこと

により、適正な業務の遂行と信頼回復に努めています。 

（２）設備投資等の状況 

当社グループの行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当

社の連結計算書類及び計算書類において「仕掛道路資産」勘定（流動資産）に計上されますが、

特措法第 51 条第 2 項から第 4 項までの規定に基づき、高速道路の工事完了時等においては高

速道路機構に帰属することとなり、それ以降は当社の資産としては計上されないこととなります。 

また、高速道路機構に帰属した道路資産は、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成16年

法律第 102 号）第 14 条第 3 項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、高速道路機構が

日本道路公団から承継した道路資産と併せて、高速道路株式会社法（平成16年法律第99号）第

6 条の規定に基づく協定に基づき当社が高速道路機構から借り受けます。この高速道路機構から

当社が借り受ける道路資産は、当社の資産としては計上されません。 

当連結会計年度における設備投資総額は 29,338 百万円です。 

なお、当連結会計年度に高速道路機構に帰属した道路資産の総額は、682,568 百万円です。 

【高速道路事業】 

高速道路事業では、当連結会計年度に20,649百万円の設備投資を行いました。主要な設備投

資は次のとおりです。 

・中部横断自動車道新清水ジャンクション～富沢インターチェンジ間、新名神高速道路新四日

市ジャンクション～亀山西ジャンクション間、東海環状自動車道大安インターチェンジ～東員イ

ンターチェンジ間の開通に伴う料金徴収施設の新築 

・湿塩散布車等（117 台）の購入 

【関連事業】 

関連事業では、サービスエリア事業において、当連結会計年度に3,092百万円の設備投資を行
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いました。主要な設備投資は次のとおりです。 

 ・新名神高速道路鈴鹿パーキングエリアの新設 

・北陸自動車道小矢部川サービスエリア（下り線）及び東名高速道路牧之原サービスエリア（下り

線）のリニューアル等 
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（３）資金調達の状況 

当連結会計年度の道路建設事業資金等に充てるため、次のとおり、総額 365,609 百万円の社

債を発行するとともに、金融機関25機関及び高速道路機構から総額42,358百万円の借入れを行

い、総額 407,967 百万円を調達しました。 

なお、社債については、株式会社格付投資情報センターからＡＡ＋、ムーディーズ・ジャパン株

式会社からＡ１、株式会社日本格付研究所からＡＡＡの格付を取得しています。 

種 別 
発行日 

（借入日） 

発行額 

（借入額） 

社債   

中日本高速道路株式会社第 2 回豪ドル建て社債

（3 年債） 

2018 年 5月 11 日 16,522 百万円 

中日本高速道路株式会社第 72回社債（4年債） 2018 年 5月 30 日 50,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第 73回社債（4年債） 2018 年 7月 31 日 30,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第 74回社債（4年債） 2018 年 9月 27 日 70,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第 3 回豪ドル建て社債

（2 年債） 

2018 年 11 月 9日 23,916 百万円 

中日本高速道路株式会社第 75回社債（2年債） 2018 年 11 月 30 日 40,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第 1 回ユーロ建て社債

（2 年債） 

2019 年 3月 12 日 25,171 百万円 

中日本高速道路株式会社第 76回社債（2年債） 2019 年 3月 12 日 80,000 百万円 

中日本高速道路株式会社第 77回社債（5年債） 2019 年 3月 28 日 30,000 百万円 

社債   計  365,609 百万円 

長期借入金   

長期借入金 

 高速道路機構 

2018 年 4月 27 日 645 百万円 

長期借入金（3年） 

 株式会社三菱UFJ 銀行他 

2018 年 4月 25 日 16,500 百万円 

長期借入金（4年） 

 株式会社三菱UFJ 銀行他 

2018 年 12 月 25 日 25,000 百万円 

長期借入金 

 高速道路機構 

2019 年 3月 29 日 213 百万円 

長期借入金 計  42,358 百万円 

合計  407,967 百万円 

（注） 発行額は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 
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（４）対処すべき課題 

 当社グループは、民営化 10 年の節目と「安全性向上３カ年計画」の完了を機に、少子高齢化や

人口減少、社会インフラの老朽化、ICT の高度化等、今後の社会環境の大きな変化を見据え、次
の 10年、民営化 20年に向けて、当社グループが進むべき方向性を社内外に明確に示した「経営

計画チャレンジ V(ファイブ) 2016-2020」の 3 年目となる 2018 年度も、着実に業務に取り組んでま

いりました。2020 年度目標の達成に向け、残された期間における課題に引き続き対応するため、

2018 年度においても 2017 年度と同様、次の 4 点を 2020 年度までの経営方針としたうえで、更な

る高みをめざして挑戦し続けています。 

Ⅰ 高速道路の安全性向上と機能強化の不断の取組み 

お客さまに安全な高速道路を提供し続けることこそ、最大の使命であるとの強い決意のもと、次

の「5 つの取組み方針」に基づき、安全性向上の取組みを持続的に進めます。 

・ 安全を最優先とする企業文化の醸成 

・ 道路構造物の経年劣化や潜在的リスクに対応した業務プロセスの継続的改善 

・ 安全活動の推進 

・ 安全を支える人財の育成 

・ 安全性向上に向けた着実かつ効率的な事業の推進 

加えて、高速道路ネットワークの整備、老朽化が進む高速道路のリニューアルプロジェクト、熊本

地震における橋梁の被災状況を踏まえた耐震補強対策、逆走防止対策や暫定 2 車線区間の正

面衝突防止対策の実施等により、お客さまが安心して高速道路をご利用いただくための安全性向

上と機能強化の取組みを一体的かつ計画的に推進します。 

Ⅱ 安全・快適を高める技術開発の推進 

技術戦略のもと、安全を最優先に、技術者の不足、道路構造物の老朽化等の課題や自動運転

技術等の新たな技術革新に的確に対応し、安心・快適な道路空間の創造、地域の活性化と暮らし

の向上、世界の持続可能な発展に貢献する新たな技術や工法の研究開発を推進します。 

具体的には、点検困難箇所の点検手法や点検・診断を補完する技術、ライフサイクルコストの低

減、品質確保、工程短縮等につながる高速道路リニューアルプロジェクトに資する技術を構築しま

す。また、交通安全対策の推進、交通渋滞の緩和のため、ICTを活用するとともに、車の自動運転
を支援する道路インフラ技術を構築します。 

Ⅲ 社会・経済の変化も見据えた地域活性化への貢献 

高速道路ネットワークの機能をより高めていくことで地域間の交流や連携を促進し、それぞれの

多様性を活かした魅力ある地域づくりに地域の皆さまとともに取り組むことで、地域が抱える課題の

解決と地域活性化に貢献していきます。 

2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を１年後に控え、高速道路上の案内表示の
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多言語化や高速道路ナンバリングによる道案内の推進等、訪日外国人旅行者の受入環境の整備

を推進します。 

Ⅳ 社会の要請に応え続けるための経営基盤の強化 

当社グループは、安全を最優先に、強い現場力と高いコンプライアンス意識、当事者意識を有

する人財の育成を通じて、社会の信頼に応え続ける使命感と重要な社会インフラを担う矜持を醸

成します。 

また、事業を通じた質の高いサービスの提供により、ステークホルダーの皆さまのご期待に応え

続けるために、生産性向上の取組みを展開し、グループの全体最適化を具体化します。 
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（５）財産及び損益の状況の推移 

①当社グループ（企業集団）の財産及び損益の状況 

 2015 年度 

第 11 期 

2016 年度 

第 12 期 

2017 年度 

第 13 期 

2018 年度 

第 14 期 

（当連結会計年度） 

営業収益 1,300,352 百万円 907,595 百万円 972,076 百万円 1,455,242 百万円 

経常利益 11,869 百万円 7,849 百万円 8,593 百万円 16,621 百万円 

親会社株主に帰属

する当期純利益 

7,912 百万円 11,224 百万円 19,813 百万円 10,102 百万円 

1 株当たり当期純

利益 

60 円 86 銭 86 円 34 銭 152 円 41 銭 77 円 70 銭 

総資産（注） 1,156,585 百万円 1,418,351 百万円 1,532,372 百万円 1,337,198 百万円 

（注） 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）

等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る財産及び損益の状

況の推移については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標となっております。 

②当社の財産及び損益の状況 

 2015 年度 

第 11 期 

2016 年度 

第 12 期 

2017 年度 

第 13 期 

2018 年度 

第 14 期 

（当事業年度） 

営業収益 1,275,222 百万円 883,915 百万円 948,733 百万円 1,430,266 百万円 

経常利益 3,241 百万円 1,865 百万円 7,056 百万円 11,124 百万円 

当期純利益 2,464 百万円 7,670 百万円 21,018 百万円 7,392 百万円 

1 株当たり当期純

利益 

18 円 95 銭 59 円 00 銭 161 円 67 銭 56 円 86 銭 

総資産（注） 1,130,922 百万円 1,391,462 百万円 1,506,396 百万円 1,308,075 百万円 

（注） 「東京湾横断道路事業会計規則及び高速道路事業等会計規則』の一部改正」（国土交通

省令第 6 号 令和元年 5 月 22 日）を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度に

係る財産及び損益の状況の推移については、当該会計規則を遡って適用した後の指標と

なっております。 

期別

区分

期別

区分
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（６）重要な子会社等の状況（2019年3月31日現在） 

１）重要な子会社の状況 

番号 名称 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

① 中日本エクシス株式会社 45 百万円 100％ サービスエリア・パーキングエリア

内商業施設の管理・運営業務 

② 中日本エクストール横浜株式会社 100 百万円 100％ 高速道路の料金収受業務 

③ 中日本エクストール名古屋株式会社 100 百万円 100％ 高速道路の料金収受業務 

④ 中日本ハイウェイ・パトロール東京 

株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の交通管理業務 

⑤ 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋

株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の交通管理業務 

⑥ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング

東京株式会社 

90 百万円 100％ 

（19.7％） 

高速道路の保全点検業務 

⑦ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング

名古屋株式会社 

90 百万円 100％

（18.7％） 

高速道路の保全点検業務 

⑧ 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名

株式会社 

30 百万円 88.7％ 

（5.5％） 

高速道路の維持修繕業務 

⑨ 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央

株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の維持修繕業務 

⑩ 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古

屋株式会社 

45 百万円 100％ 高速道路の維持修繕業務 

⑪ 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸

株式会社 

50 百万円 100％ 高速道路の維持修繕業務 

⑫ NEXCO中日本サービス株式会社 75 百万円 100％ サービスエリア・コンシェルジュ業

務、人材サービス、不動産事業

等 

⑬ 中日本高速技術マーケティング株式

会社 

30 百万円 100％ 商品販売・開発及びコンサルティ

ング業務 

⑭ 合同会社 NEXCO中日本インベスト
メント 

10 百万円 100％ 不動産事業、国内外のインフラ事

業等の投資事業 

⑮ 中日本ハイウェイ・リテール横浜株式

会社 

35 百万円 100％ 

（100％） 

パーキングエリアの売店運営業

務 

⑯ 中日本ハイウェイ・リテール名古屋株

式会社 

20 百万円 100％ 

（100％） 

パーキングエリアの売店運営業

務 

⑰ 中日本ハイウェイ・アドバンス株式会

社 

30 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の自動販売機事業、飲

食事業等 
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⑱ 中日本ロード・メンテナンス静岡株式

会社 

20 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持修繕業務 

⑲ 中日本ロード・メンテナンス東京株式

会社 

62 百万円 94.9％ 

（94.9％） 

高速道路の維持修繕業務 

⑳ 中日本ロード・メンテナンス東海株式

会社 

30 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持修繕業務 

○21  中日本ロード・メンテナンス中部株式

会社 

45 百万円 91.1％ 

（91.1％） 

高速道路の維持修繕業務 

○22  中日本ロード・メンテナンス金沢株式

会社 

75 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持修繕業務 

○23  中日本高速オートサービス株式会社 20 百万円 100％ 

（100％） 

高速道路の維持管理車両の車両

管理業務 

○24 NEXCO中日本開発株式会社 90 百万円 100％ 

（100％） 

商業施設等の開発、管理及び運

営業務 

○25  箱根ターンパイク株式会社 37 百万円 100％ 

（100％） 

自動車道事業の経営、管理及び

運営業務 

（注）1. 議決権比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 

2. 議決権比率の（ ）内は間接所有割合で内数です。 
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２）重要な関連会社の状況 

番号 名称 資本金 議決権比率 主要な事業内容 

① 北陸高速道路ターミナル株式会社 100 百万円 27.6％ 

（3.2％） 

トラックターミナルの管理、運営業

務 

② 中日本ファームすずなり株式会社 35 百万円 39.0% 農産物の生産・加工・販売等 

③ 株式会社NEXCOシステムズ 50 百万円 33.3％ 料金、経理、人事、給与等基幹シ

ステムの運用管理業務 

④ 株式会社高速道路総合技術研究所 45 百万円 33.3％ 高速道路技術に関する調査、研

究及び開発業務 

⑤ 株式会社NEXCO保険サービス 15 百万円 33.3％ 損害保険代理業、生命保険募集

業等 

⑥ ハイウェイ・トール・システム株式会社 75 百万円 30.0％ 

（9.7％） 

［9.7％］ 

料金収受機械保守業務 

⑦ 日本高速道路インターナショナル株

式会社 

49 百万円 28.6％ 海外の高速道路の新設、改築、

維持、修繕、管理に関する業務 

⑧ 中日本施設管理株式会社 30 百万円 20.0％ 

（20.0％） 

高速道路の付帯設備に関する保

全点検業務 

⑨ 株式会社デーロス・ジャパン 99 百万円 30.3％ 

（30.3％） 

道路構造物の調査・診断及び補

修・補強事業 

（注）1. 資本金及び議決権比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 

2. 議決権比率の（ ）内は間接所有割合で内数であり、議決権比率の[ ]内は緊密な者又

は同意している者の所有割合で外数です。 

（７）主要な事業内容 

当社グループは、1都11県の高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理及びこれらに関

連する事業を行っています。 

【高速道路事業】 

新東名高速道路をはじめとする5道路132kmの建設を行う建設事業及び東名高速道路をはじめ

とする営業中の23道路2,132kmの改築、維持、修繕その他の管理を行う保全・サービス事業を行っ

ています。 
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【関連事業】 

サービスエリア事業及びその他の関連事業として地域開発事業、観光振興事業、カードサービ

ス事業、海外事業、技術外販事業等を行っています。 

（８）主要な営業所（2019年3月31日現在） 

① 当社の主要な事業所 

本社 （名古屋市） 

支社等 

東京支社（東京都港区）          名古屋支社（名古屋市）  

八王子支社（東京都八王子市）      金沢支社（石川県金沢市） 

工事事務所10箇所、保全・サービスセンター24箇所 

ベトナム事務所 

② 重要な子会社の本店所在地 

中日本エクシス株式会社（名古屋市） 

中日本エクストール横浜株式会社（横浜市） 

中日本エクストール名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社（東京都新宿区） 

中日本ハイウェイ・パトロール名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社（東京都新宿区） 

中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社（横浜市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社（東京都八王子市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社（石川県金沢市） 

ＮＥＸＣＯ中日本サービス株式会社（名古屋市） 

中日本高速技術マーケティング株式会社（名古屋市） 

合同会社NEXCO中日本インベストメント（名古屋市） 
中日本ハイウェイ・リテール横浜株式会社（横浜市） 

中日本ハイウェイ・リテール名古屋株式会社（名古屋市） 

中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社（横浜市） 

中日本ロード・メンテナンス静岡株式会社（静岡県磐田市） 

中日本ロード・メンテナンス東京株式会社（東京都町田市） 

中日本ロード・メンテナンス東海株式会社（名古屋市） 

中日本ロード・メンテナンス中部株式会社（名古屋市） 

中日本ロード・メンテナンス金沢株式会社（石川県金沢市） 
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中日本高速オートサービス株式会社（愛知県稲沢市） 

NEXCO中日本開発株式会社（名古屋市） 
箱根ターンパイク株式会社（神奈川県小田原市） 

（９）従業員の状況（2019 年 3 月 31 日現在） 

① 当社グループ（企業集団）の使用人の状況 

  事業の種類別 従業員数 

高速道路事業 

サービスエリア事業 

その他（関連）事業 

全社（共通） 

9,399（1,667）名 

   545（1,000）名 

  119（  68）名 

    346（   -）名 

合 計 10,409(2,735）名 

（注） 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外

から当社グループへの出向者を含みます。）であり、臨時従業員数は、当事業年度の平

均人員を（ ）内に外数で記載しています。 

② 当社の使用人の状況 

従業員数 平均年令 平均勤続年数 

2,139 名 41.6 歳 18.2 年 

（注）１. 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者

を含みます。）であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を

省略しています。 

2. 平均勤続年数は、日本道路公団における勤続年数を通算した年数を示しています。 
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（１０）主要な借入先及び借入額（2019年3月31日現在） 

借 入 先 借入金残高 

株式会社三菱 UFJ 銀行（旧商号：株式

会社三菱東京UFJ 銀行） 

11,960 百万円 

株式会社みずほ銀行 11,095 百万円 

株式会社三井住友銀行 10,550 百万円 

信金中央金庫 7,260 百万円 

農林中央金庫 7,260 百万円 

（注） 借入金残高は、表示単位未満の端数を切り捨てて記載しています。 

２.会社の株式に関する事項 

（１）株式の状況（2019年3月31日現在） 

①発行可能株式総数   520,000,000 株 

②発行済株式の総数   130,000,000 株 

③株主数      1名 

④大株主の状況 

株主名 
当社への出資状況 

持株数 議決権比率 

財務大臣 130,000,000 株 100.00％ 

３.会社の新株予約権等に関する事項 

特に記載すべき事項はありません。 
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４.会社役員に関する事項

（１）取締役及び監査役の氏名等 （2019 年 3 月 31 日現在） 

氏 名 地位及び担当 重要な兼職の状況 

茶 村 俊 一 取締役会長 J.フロントリテイリング株式会社 
相談役 

中部日本放送株式会社 社外取

締役 

株式会社中京銀行 社外監査役 

宮 池 克 人 代表取締役社長 

兼最高経営責任者（CEO）兼グループ CEO
兼最高執行責任者(COO)兼グループ COO
監査部担当 

増 田 優 一 代表取締役 

副社長執行役員 総務本部長 

兼倫理・法令遵守担当（CCO）兼グループ CCO
奥 脇 郁 夫 取締役 

常務執行役員 経営企画本部長 

兼情報セキュリティ統括担当（CISO） 
藤 井 元 生 取締役 

常務執行役員 技術・建設本部長 

源 島 良 一 取締役 

常務執行役員 保全企画本部長 

布 目 弘 司 取締役 

常務執行役員 関連事業本部長 

小 山  徹 常勤監査役  

寺 田 雅 史 常勤監査役  

白 石 真 澄 監査役 関西大学政策創造学部 教授 

旭化成株式会社 社外取締役

新関西国際空港株式会社 社外

監査役 

山 口 千 秋 監査役 東和不動産株式会社 顧問 

イビデン株式会社 社外取締役 

中日本興業株式会社 社外取締

役 

 (注） 1. 取締役茶村俊一氏は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 15号に定める社外

取締役です。 
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2. 常勤監査役寺田雅史氏、監査役白石真澄氏及び監査役山口千秋氏は、会社法第 2

条第 16 号に定める社外監査役です。 

3.  2018 年 6 月 26 日の第 13 回定時株主総会の終結の時をもって、取締役廣瀨輝氏、

取締役猪熊康夫氏、取締役小山徹氏、常勤監査役田宮道衞氏、常勤監査役岡山弘氏

及び監査役水尾健一氏は、任期満了により退任しました。なお、小山徹氏は、新たに常

勤監査役に就任しております。  

（２）当事業年度に係る取締役及び監査役に支払った報酬等の総額  

区分 取締役 監査役 計 

支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 

定款又は株主総会

決議に基づく報酬 

9 名 115,152,533 円 7 名 43,376,512 円 16 名 158,529,045 円 

（注） 1． 創立総会決議による報酬限度額は次のとおりです。 

取締役 年額 200 百万円以内 （2005 年 9月 28 日創立総会決議） 

監査役 年額  70 百万円以内 （2005 年 9月 28 日創立総会決議） 

2. 上記支給額のほか、役員退職慰労金として、26,276,539 円（取締役 2名 11,241,729

円、監査役 3名 15,034,810 円）を支給しております。 

3. 上記支給額のほか、当事業年度に係る役員退職慰労引当金 11,457,102 円（取締役 7

名 8,686,452 円、監査役 4名 2,770,650 円）を計上しています。 

4. 取締役の報酬支給人員には、当期中に退任した取締役 3名が含まれています。 

5. 監査役の報酬支給人員には、当期中に退任した監査役 3名が含まれています。 
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（３）社外役員に関する事項 

①各社外役員の主な活動状況 

区分 氏名 主な活動状況 

社外取締役 茶 村 俊 一 当事業年度に開催の取締役会 13 回の全てに出席し、必要

に応じ、経営全般について発言を行っています。 

社外監査役 寺 田 雅 史 就任後開催の取締役会 10 回の全てに、また、監査役会 11

回の全てに出席し、必要に応じ、経営全般について発言を

行っています。 

社外監査役 白 石 真 澄 当事業年度に開催の取締役会 13 回のうち 12 回に、また、

監査役会 16 回のうち 15 回に出席し、必要に応じ、経営全

般について発言を行っています。 

社外監査役 山 口 千 秋 就任後開催の取締役会10回のうち9回に、また、監査役会

11回のうち 10回に出席し、必要に応じ、経営全般について

発言を行っています。 

②社外役員の報酬等の総額 

区分 

取締役 監査役 計 

支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 支給 

人員 

支給額 

定款又は株主総会決議に

基づく報酬 

－名 －円  5 名 26,338,256 円  5 名 26,338,256 円 

（注）1. 上記支給額のほか、当事業年度に係る役員退職慰労引当金 1,721,925 円を計上して

います。 

2. 監査役の報酬支給人員には、当期中に退任した監査役 2名が含まれています。 

（４）責任限定契約の内容の概要 

区分 氏名 概要 

取締役 茶 村 俊 一 当社と会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約

を締結しており、当該契約に定める損害賠償限度額は、会

社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として

います。 

監査役 小 山 徹 

監査役 寺 田 雅 史 

監査役 白 石 真 澄 

監査役 山 口 千 秋 
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５.会計監査人に関する事項 

（１）会計監査人の名称 

EY新日本有限責任監査法人 
     （注）新日本有限責任監査法人は、平成 30 年７月１日付をもって、名称を EY新日本有限責

任監査法人に変更しております。 

（２）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

（注）1．監査役会は、総務本部経理部及び会計監査人からの報告内容等を基に、会計監査

人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬の見積りの

算出根拠等について検証した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第 399条第

2項の同意を致しました。 

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法(昭和 23 年法律第 25 号)に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的

に区分できないため、報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬の額を含

めています。 

3．当社は、会計監査人に対し、公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項

の業務以外の業務である、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等についての

対価を支払っています。 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号のいずれかに該当すると認められる場

合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会社法等の法令違反のほか、

会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等から適正な監査の遂行に支障をきたす事

由が生じたと認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案の

内容を決定し、これを株主総会に提出いたします。 

６.業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況 

（1）業務の適正を確保するための体制 

当社が「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」として取締役会で決議した事項

は、次のとおりです。 

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①報酬等の額 70,500 千円 

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益 

の合計額 

118,256 千円 
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取締役をはじめ、すべての役員及び社員一人ひとりが高い理念と規範に基づき行動するこ

とを認識し、さまざまな局面で実践すべき指針として「中日本高速道路グループ倫理行動規

範」を定めるとともに、倫理・法令遵守担当役員（CCO）を置き、当社のコンプライアンス推進を
統括します。 

また、外部有識者を主体とする人事・倫理委員会を設置し、高度な倫理観確立のための体

制・制度の整備や当社に重大な影響を及ぼすおそれのあるコンプライアンス上の問題につい

て審議します。 

取締役会規程に基づき、取締役会を定期に開催し、重要な事項について決定するとともに、

取締役は、定期的に業務執行状況の報告を行います。 

入札契約手続きについては、その透明性・公正性を高めるために、道路工事等の入札契

約機関である支社毎に、外部有識者からなる入札監視委員会を設置します。 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報については、文書の管理に関する規則を制定の上、文書又

は電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録し、保存します。株主総会議事録及び取締役

会議事録については、総務部において永年保存することとし、その他の取締役の職務執行に

係る文書等についても、同規則に基づいて適正に保存・管理します。 

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

安全を最優先に、安心・快適な高速道路の提供を使命とする道路事業者として、災害・事

故をはじめ、国民的被害のおそれのある重大事象などのクライシス・リスクに対する危機管理

体制を強化するため、危機管理を専門的に統括する職を置き、有事の際の迅速かつ的確な

対処を行うための体制・要領等を整備するとともに、高速道路の安全性を向上させるため、本

社に社内の安全を横断的に担当する組織を設置し、安全性向上に資する計画の策定、実行、

評価及び改善のサイクルを着実に実行する体制を整備します。 

また、環境、コンプライアンス、情報セキュリティ、財務等に係るその他のリスクについても、

全執行役員を委員とするリスクマネジメント委員会及び組織単位のリスクマネジメント部会を設

置し、リスクを組織的に管理し、損失などの回避または低減を図る体制を整備します。なお、

情報セキュリティについては、「NEXCO 中日本 CSIRT（Computer Security Incident 
Response Team）」体制を確立するとともに、情報セキュリティ統括担当役員（CISO）を設置し、
情報管理体制を強化しています。 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会を定期に開催し、重要な事項について決定するとともに、取締役の職務執行状況

を監督します。併せて、執行役員制の導入により、意思決定・監督機能と執行機能を分離し、

取締役のチェック機能を強化します。 
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また、取締役会の機能強化と経営効率の向上のため、執行役員等をメンバーとする経営会

議を定期に開催して重要な事項について審議するとともに、職務の執行に関する権限と責任

を明確にするための規程を制定します。 

高速道路事業については、現場が当事者意識を持って自律的な事業執行を行うことを目

的に、事業執行の主体である支社と、それを支援する本社の所掌事務を明確に区分し、適確

な業務の執行の体制を整備します。 

また、グループ全体で企業ビジョンや経営方針などを共有するため、中期経営計画を策定

し、社会・経済情勢等に応じ、臨機に見直しを行うとともに、経営管理システムを用いて業績

管理を行います。 

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

使用人が法令、定款及び社会規範を遵守するために、倫理行動規範をはじめとするコンプ

ライアンスに関する規程等を制定します。併せて、コンプライアンスの徹底・知識向上を図るた

め、各部門が進めるコンプライアンスの取組みに対して、総務部が組織横断的に統括し、社

内研修等の実施により、継続的な啓発・支援等を行います。 

また、コンプライアンスに関する通報・相談を通じて法令や社内規程等の遵守、不祥事の未

然防止などを図るため、社内相談窓口として「コンプラホットライン」、社外相談窓口として「コン

プラ弁護士ホットライン」を設置し、安心して相談ができる環境を整えます。 

⑥当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、グループとしての企業価値の最大化を図る観点から、グループ経営の基本方針を

示すとともに、各子会社の自主性を尊重しつつ、経営管理・業績評価を実施します。 

当社グループ全体の執行方針の討議・共有のため、取締役、執行役員、子会社の社長等

をメンバーとするグループ全体会議を定期に開催します。各子会社は、全体会議の開催に先

立ち、業務の執行状況等について当社に報告します。 

当社は、グループ会社管理規程に基づき、子会社の自律的な経営を促しつつ子会社の経

営上重要な事項については、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、リスクマ

ネジメント規程に基づくリスクマネジメントシステムの運用などにより、グループ全体のガバナン

スを強化します。 

各子会社は、職務の執行に関する権限と責任を明確にするための規程を制定することなど

により、それぞれ職務を効率的に執行します。 

また、子会社においても「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を適用するとともに、各

子会社に倫理・法令遵守担当役員（CCO）を設置し、NEXCO中日本グループ CCO会議を
開催するなど、グループ一体となったコンプライアンスを推進します。 

さらに、各子会社においても、コンプライアンスに関する社内相談窓口を設置するとともに、

当社が設置する「コンプラ弁護士ホットライン」を利用できるようにし、安心して相談ができる環
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境を整えます。 

監査部は、当社及び当社グループにおけるこれらの取組み状況を監査し、定期的に経営

会議に報告します。 

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する

指示の実効性の確保に関する事項 

監査業務を補助するため、監査役スタッフとして法律知識、税務・会計知識、技術関連知

識を有する専任の使用人を必要数配置します。 

また、監査を適正に行う上で法律、会計又は技術に関する高度な知識・能力等を特に必要

とする場合にあっては、弁護士、公認会計士等の専門家を活用できるものとします。 

監査役スタッフは、特段の理由がない限り監査役直属であり、監査役の指揮命令に服する

ものとします。また、その人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては、常勤監査役の同意を必

要とするものとします。 

⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使

用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制 

取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼ

す事項、重要な施策の決定、取締役及び使用人の不祥事、重大な訴訟の提起、内部監査の

実施状況並びに「コンプラホットライン」及び「コンプラ弁護士ホットライン」の運営状況等につ

いて、定期又は臨時に監査役へ報告します。 

子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び当

社グループに重大な影響を及ぼす事項、取締役及び使用人の不祥事、重大な訴訟の提起、

コンプライアンスに関する相談窓口の運営状況等について、定期又は臨時に監査役へ報告

します。 

また、監査役が、当社及び当社グループの重要会議に適宜出席できるようにするとともに、

重要な決裁・報告等の重要書類を随時閲覧できるようにします。 

⑨監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

当社及び各子会社は、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由

として不利益な取扱いをしません。 

そして、上司又はコンプライアンスに関する相談窓口に通報・相談を行った者がそのことを

理由として不利益を受けることはない旨を規程に定めることなどにより、実効性を確保します。 

⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行
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について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

当社は、監査役の職務の執行上必要な費用について、監査役会があらかじめ予算を計上

できるようにするとともに、緊急に支出を要した費用については、事後、会社に求償することが

できるようにします。 

⑪その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役と代表取締役その他の取締役との間で、定期に意見交換を行います。特に、監査

役の選任について、監査役会の有する提案権や同意権を尊重し、監査役と代表取締役との

間で意見交換できる体制を整えます。 

また、監査役と監査部及び会計監査人並びに子会社の監査役が緊密な連携を図れるよう

定期に意見交換を行います。 

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 

上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下のとおりです。 

なお、本方針に基づく適正な業務執行体制が確保されているか確認を行うため、毎年定期的に

取締役会に業務の実施状況を報告しています。 

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」その他コンプライアンスに関する規程類は、取締

役をはじめ、すべての役員及び社員が常時閲覧可能となっています。また、NEXCO 中日本
グループCCO会議を開催し、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っています。 
・人事・倫理委員会を開催し、高度な倫理観確立のための体制・制度の整備等について審議

しています。 

・取締役会を定期に開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定すると

ともに、会社経営に重大な影響を及ぼす事案等について、テーマごとに業務の執行状況を報

告しています。 

・入札監視委員会を開催し、契約手続の透明性・公正性の向上に努めています。 

・「中日本高速道路株式会社発注者綱紀保持細則」を制定し、契約手続の適正化に努めて

います。 

・「風通しの良い職場づくり（スマイル・コンプライアンス）行動計画」を策定し、会社のコンプラ

イアンスの強化に努めています。 

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

・取締役会の議事録等取締役の職務執行に係る文書等は、「中日本高速道路株式会社文書

管理規則」に基づき適正に保存及び管理をしています。 
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③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

・「中日本高速道路株式会社リスクマネジメント規程」に基づきリスクマネジメント委員会を開催

し、経営施策とそれらに紐付くリスクの一元的なモニタリングを行っています。 

・「中日本高速道路株式会社防災業務要領」や「中日本高速道路株式会社業務継続計画

（BCP）」の適時適切な見直し等により、道路事業リスクに関する危機管理体制を強化してい
ます。また、「安全性向上への 5 つの取組み方針」に基づく施策の実施にあたり、総合安全推

進部を事務局とする安全性向上有識者会議を開催し、安全性向上に対する専門知識や実務

経験が豊富な外部有識者の意見を求め、当該施策を着実に推進させるととともに、経営陣に

よる安全に関するメッセージの発信、各職場における安全討議の実施等により、安全を最優

先とする企業文化の構築を図っています。 

   ・メールシステム等の各種システムについては災害耐性の強化のため、クラウドサービスへの

移行を進めています。 

 ・情報セキュリティ対策規程に基づき、「NEXCO中日本 CSIRT体制」を確立しています。 
 ・外部からの脅威に対応するため、監視体制等を強化しています。また国・関係機関などと連

携し、サイバーテロ対策に取り組んでいます。 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

・取締役会及び経営会議を定期に開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事

項を決定するとともに、会社経営に重大な影響を及ぼす事案等について、テーマごとに業務

の執行状況を報告しています。 

・「中日本高速道路株式会社職務権限・責任規程」を制定し、職務の執行に関する権限と責

任を明確にしています。 

・「中日本高速道路株式会社組織規程」を制定し、本社及び支社の所掌事務を明確に区分し、

的確な業務の執行の体制を整備しています。 

・グループ全体の経営方針の討議・共有の場として当社及びグループ会社においてグループ

戦略会議を開催し、その成果を経営計画等に反映させています。また、「グループ会社業績

評価実施要領」を制定し、業績評価の実施に関して必要な事項を定めています。 

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」その他コンプライアンスに関する規程類は、取締

役をはじめ、すべての役員及び社員が常時閲覧可能となっています。また、コンプライアンス

の徹底・知識向上を図るため、社内研修等を実施しています。 

・「コンプラホットライン」や「コンプラ弁護士ホットライン」を設置し、安心して相談ができる環境

を整えています。 

・「中日本高速道路株式会社発注者綱紀保持細則」を制定し、契約手続の適正化に努めて
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います。 

・「風通しの良い職場づくり（スマイル・コンプライアンス）行動計画」を策定し、会社のコンプラ

イアンスの強化に努めています。 

⑥当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

・グループ全体の経営方針の討議・共有の場として当社及びグループ会社においてグループ

戦略会議を開催し、その成果を経営計画等に反映させています。 

・「グループ会社業績評価実施要領」を制定し、業績評価の実施に関して必要な事項を定め

ています。 

・「中日本高速道路株式会社グループ会社管理規程」に基づき、子会社の自律的な経営を促

しつつ、子会社の経営上重要な事項については当社の事前承認又は当社への報告を求め

ることにより、グループ全体のガバナンスを強化しています。 

・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を子会社にも適用し、また、NEXCO中日本グル
ープ CCO会議を開催し、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っています。 
・監査部は、当社及びグループ会社の監査結果を経営会議に報告しています。 

・「NEXCO中日本CSIRT体制」をグループ一体で確立し、グループ全体のセキュリティを強
化しています。 

・「情報セキュリティ事故等対応マニュアル」を作成し、情報セキュリティ事故等の対応手順を

グループ全体で共有・運用しています。 

⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する

指示の実効性の確保に関する事項 

・専任の監査役スタッフを配置し、監査役の業務をサポートしています。また、弁護士等の専

門家を活用し、監査を適正に行うことに努めています。 

・監査役スタッフの人事異動、人事評価及び懲戒処分に関しては、常勤監査役の同意を要件

とし、独立性を確保しています。 

⑧取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使

用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制 

・当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「コンプラホットライン」及

び「コンプラ弁護士ホットライン」の運営状況等について、監査役に定期又は随時報告してい

ます。 

・取締役会、経営会議、グループ戦略会議等の当社及び当社グループの重要会議に監査役

が出席することを関係規程類に定めるなどしています。 

・「中日本高速道路株式会社文書管理規則」に基づき、監査役が重要書類を閲覧できるよう
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にしています。 

⑨監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確

保するための体制 

・通報・相談を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることはない旨をグループ各社

の倫理行動規準に規定しています。 

⑩監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

・監査役の職務の執行上必要な費用を監査役会があらかじめ予算計上できるようにするととも

に、緊急に支出を要した費用については、事後、会社に求償できるようにしています。 

⑪その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

・監査役と取締役、監査部及び会計監査人との定期的な意見交換を行っています。また、グ

ループ監査役連絡会を開催し、監査役と子会社の監査役との意見交換を行っています。 

７.株式会社の支配に関する基本方針 

特に記載すべき事項はありません。 

８.その他株式会社の状況に関する重要な事項 

特に記載すべき事項はありません。 

（注）  本事業報告に記載の金額及び比率については、特段の記載がない限り、金額は、

表示単位未満の端数を切り捨て、比率は表示単位未満の端数を四捨五入して、そ

れぞれ記載しています。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　　謄本



監 査 報 告 書 

当監査役会は、２０１８年４月１日から２０１９年３月３１日までの第１４期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告

書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

（１）監査役会は、監査方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、職務の分担等に

従い、取締役、執行役員、内部監査部門その他の使用人と意思疎通を図り、情報の収集及

び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所等において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社に

ついては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ

て子会社から事業の報告を受けました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第 1項及び第3項に定める体制の

整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制

システム）について、取締役、執行役員及び使用人からその構築及び運用の状況につい

て報告を受けました。 

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを立会い等を通

じて確認するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けました。

また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社

計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月

28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求

めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計

算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ

いて検討いたしました。 
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２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘

すべき事項は認められません。 

なお、事業報告に記載のとおり、元社員の所得税法違反・詐欺事案及びこれに関連す

る工事管理や用地補償に関する不適切な事務処理事案については、当社の損害に対する

損害賠償請求訴訟などの訴訟対応は終結したことを確認しました。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

（３）連結計算書類の監査結果 

   会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

２０１９年 ６月 ６日 

中日本高速道路株式会社 監査役会 

常勤監査役          小 山  徹      印 

常勤監査役（社外監査役）   寺 田 雅 史    印 

社外監査役           山 口 千 秋    印 

（注）社外監査役白石真澄は、２０１９年６月６日の監査役会を病気のため欠席いたしまし

たので本監査報告書に署名押印いたしておりません。なお、同監査役からは事前に監

査報告を受けており、その監査の方法と結果は上記の記載と同一であります。 

53



中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 

第 １ ４ 回 定 時 株 主 総 会 

（決議事項） 

第１号議案 剰余金の処分の件            Ｐ１ 

第２号議案 取締役１名の選任の件          Ｐ２ 

第３号議案 退任役員に対する慰労金の贈呈の件    Ｐ３ 



第１号議案 剰余金の処分の件 

当期における剰余金の処分については、次のとおりといたしたく存じます。 

高速道路事業に係る利益については、地方公共団体等が管理するロッキング

橋脚を有する跨道橋の耐震対策に充てるための「跨道橋耐震対策積立金」及び、

将来の道路資産賃借料の確実な支払いを始めとする的確な事業運営に備える

ための「高速道路事業積立金」に充当させていただきたく存じます。 

関連事業に係る利益については、将来投資への備えなど財務基盤強化のた

めに別途積立金として積み立てたいと存じます。 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法（平成 16年 6月 9日法律

第100号）第 12条第 1項第 8号の規定に基づく、会社の経営努力による費用の

縮減を助長するための助成金に係る利益については、繰越利益剰余金といたし

たく存じます。 

【剰余金の処分に関する事項】

（１） 増加する剰余金の項目及びその額 

跨道橋耐震対策積立金        1,200,000,000 円 

高速道路事業積立金        5,061,724,050 円

別途積立金            1,050,497,278 円 

（２）減少する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金       7,312,221,328 円 

（注）安全対策・サービス高度化積立金の取崩しを行う場合は取締役会の決議によります。
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第２号議案 取締役１名の選任の件 

取締役 奥脇
おくわき

郁夫
い く お

氏から、第１４回定時株主総会終結の時をもって取締役を辞

任したい旨の申し出がありましたので、取締役１名の選任をお願いするものであり

ます。 

なお、取締役候補者の近藤
こんどう

清久
きよひさ

氏は、取締役 奥脇
おくわき

郁夫
い く お

氏の補欠として選任

されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任する取締役 

奥脇
おくわき

郁夫
い く お

氏の任期の満了する時（２０１９〔令和元〕事業年度に関する定時株主総

会終結の時）までとなります。 

取締役候補者は、次のとおりであります。 

候補者

番号 

氏名 

（生年月日） 
略歴、地位及び重要な兼職の状況 

所有する当社

株式の数 

１ 近藤
こんどう

 清久
きよひさ

（昭和 34年 2月 10 日生） 

昭和 59 年 4月 
平成 24 年 7月 

平成 26 年 4月 
平成 27 年 6月 
平成 30 年 6月 

日本道路公団 入社 

中日本高速道路株式会社企画本部 経営企画部長 

同 経営企画本部 経営企画部長 

同 執行役員 名古屋支社長 

同 常務執行役員 名古屋支社長 

０株 

（注） 1.取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 
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第３号議案 退任役員に対する慰労金の贈呈の件 

 第１４回定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任されます奥脇
おくわき

郁夫
い く お

氏

に対して、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範

囲内において慰労金を贈呈することといたしたく存じます。 

なお、具体的金額及び支払時期については、取締役会にご一任いただきた

く存じます。 

退任されます取締役の略歴は、次のとおりであります。 

氏  名 略       歴 

奥脇
おくわき

 郁夫
い く お 平成 29 年 6 月 23 日 当社取締役 

現在に至る 
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